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新たな資源化処理施設整備事業に係る基本計画策定等支援業務委託に関する

公募型プロポーザル実施要領 

 
１ 目的 
  新たな資源化処理施設整備事業に係る基本計画策定等支援業務委託の業者選定を行うにあたり、

必要な事項を定めます。 
 
２ 事業概要 

(1) 業務委託件名 
新たな資源化処理施設整備事業に係る基本計画策定等支援業務委託 

(2) 業務委託内容等 

本業務は、新たな資源化処理施設の整備に向けて、民間活力導入検討調査を行い、令和８年度中

に事業方式を決定して「新たな資源化処理施設整備事業に係る基本計画」（以下「基本計画」という。）

を策定するための支援、及び事業方式が従来方式（ＤＢ＋運営委託）の場合は「新たな資源化処理

施設整備事業に係る整備計画」（以下「整備計画」という）の策定、ＰＦＩ方式の場合は要求水準書

等を作成するための支援を受けることで整備事業の円滑な推進を図ることを目的として実施するも

のです。 

詳細については、別途仕様書に定める事項を参照してください。 

豊富な経験を有する事業者から意欲的で創意工夫のある企画提案を受け、その専門的能力を積極

的に活用することを目的として、事業者を募集します。 

(3) 履行場所 

川崎市川崎区宮本町１番地ほか 
(4) 履行期間 

契約日から令和１０年３月３１日まで 
 
３ 参加者の資格要件 

次の条件(1)から(4)をすべて満たしていることを、確認してください。 
(1) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

(2) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

(3) 令和７・８年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建設コンサルタント」に登載されてい

ること。 
(4) 過去１０年間において、廃棄物処理施設に関する各種計画策定支援業務及び民間活用（ＰＦＩ

等）に関する建設コンサルタント業務の受注実績を有すること。 
 

４ 業務規模概算額（上限額） 
総額   ８２,８５２,０００円（消費税相当額含む）（※） 

  初年度（令和８年度）２７,４１２,０００円（消費税相当額含む） 
  ２年度（令和９年度）５５,４４０,０００円（消費税相当額含む） 
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  （※） 総額（上限額）は、事業方式が従来方式（整備計画策定支援）となる場合の金額とし、契約

後、事業方式がＰＦＩ方式（要求水準書等作成支援）となる場合は、別途本市と協議（減額）

を行うものとします。 

従来方式

ＰＦＩ方式

基本計画策定支援

民間活力導入調査検討支援

整備計画策定支援

要求水準書等作成支援

＋

令和８年度中に事業方式を決定

 
                 業務範囲イメージ図 
 
 ５ スケジュール一覧 

日   程 項   目 

令和８年２月１２日（木） プロポーザル実施要領・仕様書等の公表 

令和８年２月２４日（火）正午まで 参加意向申出書の提出期限 

令和８年２月２６日（木） 提案資格確認結果通知書の交付 

令和８年２月２６日（木）から 

令和８年３月 ２日（月）正午まで 
質問の受付期間 

令和８年３月 ５日（木） 質問書の回答 

令和８年２月２６日（木）から 

令和８年３月１６日（月）正午まで 

企画提案書の受付 

提案書提出辞退書の受付 

令和８年３月２５日（水）（予定） 提案内容のヒアリング及び企画提案書評価委員会の審査 

令和８年３月末（予定） 選定結果の公表 

令和８年４月 1日（予定） 契約締結 

 
６ プロポーザル実施要領・仕様書等の公表 

(1) 公表方法 
実施公表については、環境局施設部施設建設課の所管するＷｅｂページ及び「入札情報かわさ

き」へリンク掲載が行われます。 

(2) 公表期間 

令和８年２月１２日（木）から令和８年２月２４日（火）正午まで 

 
７ 参加意向申出書等の提出 

プロポーザルに参加を希望する者は、次の(1)に記載している期限までに、参加意向申出書（様式
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１）に、類似の契約実績を証する書類（上記３(4)に記載している事項を確認するため）を１部添付

し、持参にて提出してください。 

(1) 受付期間 

令和８年２月２４日（火）正午まで 

(2) 提出場所 

川崎市環境局施設部施設建設課 北村、金子 

川崎市川崎区宮本町１ 川崎市役所本庁舎２０階 

 
８ 提案資格確認結果の通知 

プロポーザル参加意向申出書を提出した者には、当該業務委託の提案資格の有無について確認を

行った後、提案資格確認結果通知書、質問書（様式２）、提案書提出辞退書（様式５）、企画提案申

請書（様式３）、参考内訳書等を交付します。 

(1) 交付日 

令和８年２月２６日（木） 

(2) 交付方法 

川崎市競争入札参加資格審査申請時に登録している電子メールアドレスあて送付 

 
９ 質問の受付及び市からの回答 
  実施要領及び仕様書の内容等に関する質問を、次の(1)に記載している期限まで受け付けます。質

問書（様式２）により、川崎市環境局施設部施設建設課まで電子メールで送付してください。（電話、

ＦＡＸによる質問には回答しません。） 

(1) 受付期間 

令和８年２月２６日（木）から令和８年３月２日（月）正午まで 

(2) 回答日 

令和８年３月５日（木） 

(3) 回答方法 

川崎市競争入札参加資格審査申請時に登録している電子メールアドレスあて送付 
 

10 企画提案書等一式の受付 
企画提案書等一式を、次の(1)に記載している期限まで受け付けます。持参にて、川崎市環境局施

設部施設建設課に提出してください。 
(1) 受付期間 

令和８年３月１６日（月）正午まで 

(2) 提出書類（企画提案書等一式） 

ア 企画提案申請書（様式３）：正…１部 副…１部 

イ 団体の概要（様式４）：正…１部 副１部 

ウ 業務実施体制、担当者の経験等（任意帳票）：正…１部 副…１部 

エ 企画提案書（任意帳票、上限Ａ４ １０枚）：正…１部 副…１０部 
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オ 委託業務見積書①（任意帳票、事業方式が従来方式の場合）：正…１部 副…１０部 

カ 委託業務見積書②（任意帳票、事業方式がＰＦＩ方式の場合）：正…１部 副…１０部 

キ 上記書類のデータを入れたＣＤ－Ｒ：１枚 

 ※企画提案書の上限１０枚は用紙の枚数です。両面印刷２０ページとすることも可能です。 

 ※企画提案書の副本（１０部）及び見積書の副本１０部については、団体名が分からないよう

に提出してください。 

(3) 記載事項 

企画提案書（任意帳票）には、取組姿勢、企画提案内容、実施体制、経験・ノウハウ、特定テー

マについて、必ず記載してください。また、後述する提案内容の評価基準を参考に作成してくださ

い。 

なお、特定テーマについては、次のとおりです。 

 

特定テーマ１:本事業では令和 8年度中に基本計画の策定を予定しており、その原案となる基本

計画書（案）は令和 8 年 9 月頃までに作成する必要があります。また同時に、民

間活用の可能性について、事業手法の整理、市場調査やＶＦＭを検討して事業費

を算定し、事業方式を選定する必要があり、短期間での成果が求められています。

さらに事業方式によってその後の業務内容を変更することから、効率的かつ効果

的な業務を行い、状況に応じた柔軟な対応力と実施体制が必要となります。業務

の実施体制、計画、考え方等、過去の実例がありましたらそれも踏まえて御提案

ください。 

特定テーマ２:計画地（候補地）は沿岸部に位置し、また、埋立地であることから、施設計画を

検討するにあたり、強風・高潮・塩害・地盤沈下等の特有の課題（以下、「特有

の課題」）という。）が多くあります。 

       基本計画策定における諸条件の整理や特有の課題に対する検討は、その後の整備

計画や要求水準書作成にも深く関わる内容であることから、漏れなく適切に行う

必要があります。諸条件の整理や特有の課題に対する検討について、漏れなく適

切に行うための手法や考え方等を御提案ください。 

特定テーマ３:整備計画策定又は要求水準書作成においては、より詳細な機器配置や諸室等の計

画、その考え方等を示す必要がありますが、特に維持管理・運営時における特有

の課題等による施設稼働への影響軽減やコスト削減の手法等について、過去の実

績等を踏まえて御提案ください。 

 

11 提案書提出辞退書の受付 

提案書提出を辞退する場合は、次の(1)に記載している期限までに、提案書提出辞退書（様式５）

により、持参にて、川崎市環境局施設部施設建設課に提出してください。 

(1) 受付期間 

令和８年３月１６日（月）正午まで 

(2) 提出場所 
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川崎市環境局施設部施設建設課 

川崎市川崎区宮本町１番地 川崎市役所本庁舎２０階 

 

12 提案内容のヒアリング及び企画提案書評価委員会 
  提案内容のヒアリング及び審査のため、川崎市環境局内に企画提案書評価委員会（以下「評価委

員会」という。）を設け、企画提案内容をプレゼンテーションしていただきます。評価委員会の委員

が審査をした後、参加者の中から最優秀者（団体）及び次点者（団体）を選定します。 
  選定後、最優秀者（団体）との協議を行い契約締結となりますが、最優秀者（団体）との協議が

不調となった場合には、次点者（団体）を随意契約の相手方とします。 
(1) 開催日 

令和８年３月２５日（水） 【予定】 
(2) 開催場所 

川崎市川崎区東田町５－４ 川崎市役所南庁舎１５階会議室 【予定】 
(3) 内容 

評価委員会では、事前に提出されている企画提案書（任意帳票）を委員に配布してありますので、

持ち時間２５分でプレゼンテーションを行っていただき、その後、評価委員会委員により１０分間

の質疑応答を実施いたします。 

(4) 会議の公開 

評価委員会は、川崎市審議会等の公開に関する条例（平成１１年３月１９日第２号）第５条第

３号に基づき、非公開とします。 
(5) 注意点 
ア 評価委員会の会場には、インターネット環境はありません。 

イ 当日、資料等を追加することはできません。 

ウ １団体あたりの出席は、３名以内としてください。 

エ 技術提案書等の説明は、特段の事情がない限り、予定技術者（主として主任技術者）が説明

してください。 

 

13 提案内容の評価基準 

  評価委員会では、次の評価項目と評価基準に沿って点数付けを行います。各委員は、各団体から

のプレゼンテーション及び質疑応答を経て、採点を行います。 

(1) 書類審査 

  業務体制については書類審査とし、提案書類受付後事前に事務局（環境局施設部施設建設課）

で評価し、評価委員会で提示します。 

(2) 基準点 

基準点は、満点の６割以上とし、基準点を超えた団体について適正と判断します。 

(3) 最高評価点が同点となった場合の措置 

採点の結果、最も高い総合点を獲得した団体が複数（同点）の場合は、次の順で選定するもの

とします。 
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ア 評価項目Ｃ及びＤの合計点が最も高い提案（団体）を選定する。 

イ アで選定されない場合、評価項目Ａ及びＢの合計点が最も高い提案（団体）を選定する。 

なお、上記により選定が難しい場合は、評価委員会委員の協議により順位を決定することと

します。 

評価項目 評価基準 

A 業務体制【書類審査】 ① 業務を実施するスタッフ体制が確保されているか 

B 取組姿勢 

① 業務の基本的な考え方を理解した上で提案がなされているか 

② ヒアリングにおいて、業務の理解度、意欲などが高いか 

③ 質問に対する応答が迅速かつ明確であるか 

C 提案内容 
① 

本委託業務のスケジュールを遵守するための具体的な方策が提

案されているか。 

② 提案全体を通して工夫・具体性があるか 

D 
特定テーマに対する提案 

【ヒアリング】 

① 特定テーマ１について提案が的確であり、実現性があるか 

② 特定テーマ２について提案が的確であり、実現性があるか 

③ 特定テーマ３について提案が的確であり、実現性があるか 

E 見積 ① 提案内容と見積額とのバランスは取れているか 

 

14 選定結果等の通知及び公表 

  提案内容のヒアリング及び評価委員会に参加する全ての参加者（団体）に対して、次のとおり選

定結果を通知するとともに、環境局施設部施設建設課が所管するＷｅｂページに公表します。 

(1) 通知及び公表日 

令和８年３月下旬 【予定】 

(2) 各団体への通知方法 

川崎市競争入札参加資格審査申請時に登録している電子メールアドレスあて送付 

 

15 契約の手続等 

  評価委員会で選定した受託予定者に対して、本業務に関する仕様書の細部や契約金額等について

協議を行い、協議が成立した場合には、随意契約として契約を締結します。この場合において、改

めて見積書等の提出を求めることとなります。 

(1) 契約保証金 

ア 川崎市契約規則第３３条各号に該当する場合は、免除とします。 

イ 上記ア以外の場合は、契約金額の１０パーセントを納付しなければなりません。 

(2) 契約書作成の要否 

作成するものとします。 

 

16 その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 
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ア 言語：日本語 

イ 通貨：日本国通貨（円） 

(2) 提出書類の取扱い 

ア 各団体から提出された書類等は、今回の評価・選定以外に提出者に無断で使用することはあ

りません。 

イ 提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

ウ 提出書類の作成及び提出に関する一切の費用は、提案者（団体）の負担とします。 

エ 提出書類の受領後、本市が必要あると判断した場合には、補足資料を求めることがあります。 

オ 提出書類は、あくまでも本業務実施にあたっての知識、経験、熱意等を確認するために使用

します。提出書類に記載されている内容は尊重しますが、そこに盛り込まれた提案の全てが契

約に反映されるとは限りません。 

カ 提出書類は、個人情報のほか、川崎市情報公開条例（平成１３年３月２９日条例第１号）第

８条各号に掲げるものを除き、情報公開の対象となります。 

(3) 無効及び失格となる提案者（団体）について 

ア 提案書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

イ 提出書類の内容に虚偽の記載がある場合 

ウ 仕様書に適していない場合 

エ 提出書類の提出後に、参加者の資格要件を満たさなくなった場合 

オ 提案内容のヒアリング及び評価委員会に参加しなかった場合 

カ 業者名簿に未登載の場合 

(4) 関連情報を入手するための照会窓口 

所管課：川崎市環境局施設部施設建設課 （担当：北村、金子） 

所在地：〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地（川崎市役所本庁舎２０階） 

電 話：０４４－２００－２５５４ 

メール：30siseke@city.kawasaki.jp 
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